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は
じ
め
に

　

筆
者
は
、
本
誌
の
二
〇
一
〇
年
一
一

月
号
お
よ
び
一
二
月
号
に
お
い
て
「
イ

ン
ド
進
出
の
法
務
リ
ス
ク
」
と
題
す
る

記
事
を
寄
稿
す
る
機
会
を
い
た
だ
い
た
。

　

同
記
事
で
は
、
イ
ン
ド
に
進
出
す
る

日
本
企
業
が
把
握
し
て
お
く
べ
き
基
本

的
な
法
制
度
、
規
制
お
よ
び
法
律
実
務

に
つ
い
て
、
基
本
的
概
念
を
解
説
す
る

と
と
も
に
、
イ
ン
ド
企
業
と
取
引
を
行

う
場
合
の
留
意
点
、
お
よ
び
イ
ン
ド
に

事
業
拠
点
を
設
立
・
運
営
す
る
場
合
の

留
意
点
等
を
解
説
し
た
。

　

本
稿
で
は
、
前
記
基
本
的
概
念
お
よ

び
留
意
点
を
前
提
と
し
て
、
実
際
に
イ

ン
ド
に
事
業
拠
点
を
設
立
・
運
営
す
る

場
合
の
法
務
上
の
留
意
点
に
つ
き
、
全

六
回
で
解
説
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
。

前
半
二
回
で
は
各
事
業
拠
点
の
特
徴
を

中
心
に
、
後
半
四
回
で
は
実
際
に
事
業

拠
点
を
設
立
・
運
営
す
る
場
合
の
留
意

点
を
中
心
に
解
説
す
る
こ
と
と
す
る
。

1 

事
業
拠
点
の
種
類

　

現
在
の
イ
ン
ド
の
規
制
上
、
日
本
企

業
を
含
む
外
国
会
社
が
イ
ン
ド
に
設
立

で
き
る
事
業
拠
点
は
、

①　

会
社
（Com

pany

）

②　

駐
在
員
事
務
所（Liaison Offi

ce

）

③　

支
店
（Branch

）

④�　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス（Project 

O
ffi

ce

）

の
四
種
類
で
あ
る
。

　

①
会
社
は
、
イ
ン
ド
の
会
社
法
で
あ

る
一
九
五
六
年
会
社
法
（Com

panies 
A

ct, 1956

）
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
る

独
立
の
事
業
体
で
あ
り
、
一
〇
〇
％
子

会
社
で
あ
る
現
地
法
人
や
、
イ
ン
ド
現

地
企
業
と
の
合
弁
会
社
等
が
こ
れ
に
当

た
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
②
駐
在
員
事
務
所
、

③
支
店
、
お
よ
び
④
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ

フ
ィ
ス
は
、
イ
ン
ド
の
外
為
法
で
あ
る

一
九
九
九
年
外
国
為
替
管
理
法（Fore-

ign Exchange M
anagem

ent A
ct, 

1999

）
の
施
行
規
則
で
あ
る
二
〇
〇
〇

年
支
店
そ
の
他
の
事
業
拠
点
の
設
立
に

関
す
る
外
国
為
替
管
理
規
則（Foreign 

Exchange M
anagem

ent

〈Esta-
blishm

ent in India of Branch or 
Offi

ce or Other Place of Business

〉

Regulations, 2000

）
に
基
づ
い
て
設

弁護士　琴浦 諒

日本企業がインドに事業拠点を
設立・運営する際の法務上の留
意点を解説する。
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立
さ
れ
る
外
国
会
社
の
出
先
機
関
（
外

国
会
社
の
一
部
）
と
な
る
。
駐
在
員
事

務
所
、
支
店
お
よ
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ

フ
ィ
ス
は
、イ
ン
ド
準
備
銀
行（
Ｒ
Ｂ
Ｉ
）

の
認
可
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
る
が
、

イ
ン
ド
会
社
法
上
要
求
さ
れ
る
外
国
会

社
の
登
記
手
続
に
も
従
う
必
要
が
あ
る
。

2 

事
業
拠
点
の
選
択

　

会
社
に
つ
い
て
は
、
外
国
直
接
投
資

（Foreign D
irect Investm

ent

）
に

対
す
る
規
制
に
従
っ
て
設
立
さ
れ
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
、
定
款
の
事
業
目
的

の
範
囲
内
で
あ
る
限
り
、
活
動
内
容
に

特
段
の
制
限
は
な
い
。
他
方
で
、
駐
在

員
事
務
所
、
支
店
お
よ
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
オ
フ
ィ
ス
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

活
動
内
容
が
一
定
の
行
為
に
制
限
さ
れ

て
い
る
（
具
体
的
な
制
限
内
容
は
後
述

の
と
お
り
）。

　

そ
の
た
め
、
イ
ン
ド
に
事
業
拠
点
を

設
立
す
る
場
合
、そ
の
目
的
に
応
じ
て
、

前
記
四
種
類
の
事
業
拠
点
の
い
ず
れ
を

設
立
す
る
か
を
最
初
に
選
択
す
る
必
要

が
あ
る
。

　

一
般
に
、
会
社
が
最
も
活
動
内
容
の

範
囲
が
広
く
、
支
店
、
駐
在
員
事
務
所
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
の
順
で
、
活

動
内
容
の
範
囲
は
狭
ま
っ
て
い
く
。
ま

た
、
営
利
的
な
事
業
活
動
を
行
う
こ
と

が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
会
社
と
支
店

の
み
で
あ
る
た
め
、
イ
ン
ド
に
お
い
て

営
利
的
な
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
る
場
合
、
必
ず
会
社
ま
た

は
支
店
を
事
業
拠
点
と
し
て
選
択
す
る

必
要
が
あ
る
。

　

例
え
ば
、
取
引
先
イ
ン
ド
企
業
の
サ

ポ
ー
ト
や
、
輸
入
販
売
の
プ
ロ
モ
ー
シ

ョ
ン
等
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
イ

ン
ド
に
事
業
拠
点
を
設
立
す
る
場
合
に

は
、
駐
在
員
事
務
所
を
設
立
す
れ
ば
そ

の
目
的
は
達
成
で
き
る
。
ま
た
、
直
接

自
社
製
品
を
日
本
か
ら
イ
ン
ド
に
輸
入

し
、
直
営
の
販
売
代
理
店
と
し
て
活
動

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
、
支
店

を
設
立
す
れ
ば
、
そ
の
目
的
は
達
成
で

き
る
（
た
だ
し
後
述
の
と
お
り
、
税
務

上
の
理
由
に
よ
り
事
業
拠
点
と
し
て
支

店
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

い
）。
さ
ら
に
、
道
路
や
建
物
と
い
っ
た

イ
ン
フ
ラ
整
備
の
た
め
、
当
該
イ
ン
フ

ラ
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
設
立
し
て
い

る
間
の
み
、
現
地
に
事
業
拠
点
を
設
置

し
て
お
き
た
い
と
い
う
場
合
に
は
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
オ
フ
ィ
ス
を
設
立
す
れ
ば

そ
の
目
的
は
達
成
で
き
る
。

　

一
方
、
会
社
を
設
立
す
る
必
要
が
あ

る
場
合
と
し
て
は
、
現
地
で
工
場
を
持

っ
て
生
産
活
動
を
行
う
な
ど
、
支
店
、

駐
在
員
事
務
所
お
よ
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

オ
フ
ィ
ス
の
い
ず
れ
の
活
動
内
容
と
し

て
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
行
為
を
目
的

と
す
る
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

事
業
拠
点
の
選
択
に
あ
た
っ
て
は
、

こ
の
よ
う
な
活
動
の
内
容
や
目
的
の
ほ

か
に
、
事
業
の
規
模
や
各
事
業
拠
点
に

か
か
る
税
率
等
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ

る
（
49
頁
図
表
参
照
）。

3 

各
事
業
拠
点
の
特
徴

（
１
）
駐
在
員
事
務
所
の
特
徴

　

二
〇
〇
九
年
一
二
月
三
〇
日
付
で
発

行
さ
れ
、
二
〇
一
〇
年
二
月
一
日
付
で

施
行
さ
れ
た
、
最
新
の
イ
ン
ド
準
備
銀

行
の
通
達
（RBI/2009-2010/278 A

. 
P.

〈D
IR Series

〉Circular N
o.23

）

に
よ
れ
ば
、
駐
在
員
事
務
所
に
認
め
ら

れ
て
い
る
活
動
内
容
は
、
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
（
参
考
と
し
て
原
文
も
併
記

す
る
）。

▼�

イ
ン
ド
国
内
に
お
け
る
本
社
ま
た
は

関
連
会
社
の
代
表
行
為

　
（ R

epresenting the parent 
com

pany / group com
panies 

in India

）

▼
イ
ン
ド
へ
の
輸
出
入
の
促
進

　
（ Prom

oting export / im
port 

from
 / to India

）

事
業
拠
点
の
選
択
に
際
し
て
は

そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
に
つ
い
て
十
分
な
吟
味
を
。

ことうら・りょう　�2002年京都大学法学部卒業。2003年弁
護士登録、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。2009
年コロンビア大学ロースクールLL.M。2010年ニューヨーク州
弁護士登録。インド現地の法律事務所での勤務経験を生かし、
日本企業によるインドへの進出、現地企業買収、契約締結、労務
管理、知的財産権管理等に関するアドバイスを多数行っている。

インド進出における法務の基礎知識
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▼�

本
社
ま
た
は
関
連
会
社
と
イ
ン
ド
内

国
会
社
と
の
間
の
技
術
上
や
財
務
上

の
提
携
の
促
進

　
（ Prom

oting technical/ fi-
nancial collaborations betw

een 
parent / group com

panies and 
com

panies in India

）

▼�

本
社
と
イ
ン
ド
国
内
企
業
と
の
間
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
窓
口
業
務

　
（ A

cting as a com
m

unication 
channel betw

een the parent 
com

pany and Indian com
-

panies

）

　

駐
在
員
事
務
所
が
前
記
以
外
の
活
動

を
行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
駐
在
員
事
務
所
が
そ
の

名
義
で
商
品
の
輸
入
や
売
買
と
い
っ
た

営
利
的
な
事
業
活
動
を
行
う
こ
と
は
で

き
ず
、
こ
れ
ら
を
目
的
と
し
て
イ
ン
ド

に
事
業
拠
点
を
設
立
す
る
場
合
、
駐
在

員
事
務
所
を
選
択
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

　

も
し
駐
在
員
事
務
所
が
営
利
的
な
事

業
活
動
を
行
っ
た
場
合
、
イ
ン
ド
外
国

為
替
管
理
法
の
違
反
の
問
題
が
生
じ
る

ほ
か
、
当
該
駐
在
員
事
務
所
は
税
務
上

恒
久
的
施
設
（Perm

anent Establish-
m

ent

〈PE

〉）
に
当
た
る
も
の
と
み
な

さ
れ
、
本
社
が
イ
ン
ド
国
内
で
行
っ
て

い
る
事
業
に
つ
き
、
課
税
さ
れ
て
し
ま

う
可
能
性
が
あ
る
（
注
１
）。
イ
ン
ド
税

務
当
局
に
よ
る
駐
在
員
事
務
所
に
対
す

る
税
務
調
査
は
厳
し
く
、
特
に
、
駐
在

員
事
務
所
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
多

人
数
を
雇
用
し
て
い
る
場
合
や
、
設
立

か
ら
相
当
期
間
が
経
過
し
て
い
る
場
合

な
ど
、
営
利
的
な
事
業
活
動
を
行
っ
て

い
る
と
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、
Ｐ
Ｅ
に

該
当
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
課
税
が

行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
少
な
く
な
い

数
の
日
本
企
業
が
、
こ
の
み
な
し
課
税

の
対
象
と
さ
れ
、
イ
ン
ド
税
務
当
局
と

の
間
の
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
駐
在
員
事
務
所
に
お
け
る
活

動
に
は
十
分
な
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

駐
在
員
事
務
所
は
、
そ
の
経
費
を
す

べ
て
本
社
か
ら
の
送
金
に
よ
っ
て
賄
わ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
イ
ン
ド
国
内
で
借

入
を
行
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
営
利
的
な
事
業
活
動
が
認
め
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
事
業
活
動
に

よ
る
利
益
を
経
費
に
充
て
る
こ
と
も
当

然
で
き
な
い
。

　

駐
在
員
事
務
所
は
会
計
監
査
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
外
国
法
人
税
の

税
務
申
告
を
行
う
必
要
も
あ
る
（
駐
在

員
事
務
所
は
Ｐ
Ｅ
で
は
な
い
た
め
、
イ

ン
ド
へ
の
税
務
申
告
自
体
不
要
と
思
わ

れ
が
ち
だ
が
、
実
際
は
必
要
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
）。

つ
ま
り
、
駐
在
員
事
務
所
は
営
業
活
動

を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た

め
、収
支
は
通
常
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
が
、

そ
の
場
合
で
も
所
得
が
存
在
し
な
い
旨

の
税
務
申
告
を
行
う
必
要
が
あ
る
（
注

２
）。

　

さ
ら
に
、
駐
在
員
事
務
所
は
、
自
己

使
用
目
的
（
オ
フ
ィ
ス
等
の
た
め
）
に

不
動
産
を
賃
借
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ

て
い
る
が
、
不
動
産
を
取
得
す
る
こ
と

は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

（
２
）
支
店
の
特
徴

　

支
店
に
認
め
ら
れ
て
い
る
活
動
内
容

は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
参
考
と

し
て
原
文
も
併
記
す
る
）。
支
店
と
駐
在

員
事
務
所
の
活
動
内
容
の
最
大
の
相
違

は
、
駐
在
員
事
務
所
に
つ
い
て
は
営
利

的
な
事
業
活
動
が
一
切
認
め
ら
れ
て
い

な
い
の
に
対
し
、
支
店
に
は
一
定
の
営

利
的
な
事
業
活
動
が
認
め
ら
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。

▼
商
品
の
輸
出
入

　
（Export/im

port of goods

）

▼�

専
門
的
サ
ー
ビ
ス
ま
た
は
コ
ン
サ
ル

テ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

　
（ R

endering professional or 
consultancy services

）

▼
本
社
が
従
事
す
る
調
査
活
動
の
実
行

　
（ carrying out research w

ork, 
in w

hich the parent com
pany 

is engaged

）

▼�

イ
ン
ド
内
国
会
社
と
本
社
ま
た
は
海

外
の
関
連
会
社
の
間
の
技
術
上
ま
た

は
財
務
上
の
提
携
の
促
進
活
動�

　
（ Prom

oting technical or fi-
nancial collaborations betw

een 
Indian com

panies and parent 
or overseas group com

pany

）

▼�

イ
ン
ド
国
内
に
お
け
る
本
社
の
代
表

行
為
、
お
よ
び
本
社
の
購
入
ま
た
は

（注１）�国際的な課税の一般原則として、ある国が、当該国で活動を行う外国法人に課
税できるかどうかは、当該外国法人が当該国内に恒久的施設（PE）を有してい
るかどうかにより定まる。すなわち、外国法人が当該国内にPEを有していれ
ば当該国は課税することができ、有していなければ課税することはできない。
したがって、日本企業がインド企業に対して輸入販売を行い、販売利益を上げ
ていたとしても、当該日本企業がインド国内にPEを有していなければ、原則
として当該日本企業がインド国内で課税されることはない。

　　　�　一般に、インドを含む世界の国では、駐在員事務所はPEとはみなされない（なお、
支店は一般にPEとみなされる）。そのため、日本企業を含む外国法人がインド
国内に駐在員事務所を置いていたとしても、そのことのみで当該外国法人がイ
ンド国内で課税されることはない。しかしながら、駐在員事務所が営利的な事
業活動を行っている場合、インド税務当局により、当該駐在員事務所はPEに該
当するものとみなされ、当該駐在員事務所の本社である外国法人がインド国内
で行っている事業につき、課税されることがある。

（注２）駐在員事務所であっても銀行預金に対する利息などの収入はあり得る。
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販
売
代
理
店
と
し
て
の
行
為

　
（ Representing the parent com

-
pany in India and acting as 
buying/ selling agent in India

）

▼�

イ
ン
ド
国
内
に
お
け
る
情
報
技
術
お

よ
び
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
開
発
に
関
す
る

サ
ー
ビ
ス
の
提
供

　
（ Rendering services in Infor-

m
ation T

echnology and deve-
lopm

ent of softw
are in India

）

▼�

親
会
社
ま
た
は
関
連
会
社
の
製
品
に

関
す
る
技
術
サ
ポ
ー
ト
の
提
供

　
（ Rendering technical support 

to the products supplied by 
parent/group com

panies

）

▼
外
国
の
航
空
／
船
舶
会
社

　
（ Foreign airline/shipping com

-
pany

）（
注
３
）

　

支
店
が
前
記
以
外
の
活
動
を
行
う
こ

と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
支
店
が
工
場
で
製
造
を
行
う
こ
と

な
ど
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
よ
う
な
活

動
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
支
店

で
は
な
く
会
社
を
設
立
す
る
必
要
が
あ

る
。他
方
で
、支
店
は「
商
品
の
輸
出
入
」

と
「
イ
ン
ド
国
内
に
お
け
る
本
社
の
代

表
行
為
、
お
よ
び
本
社
の
購
入
ま
た
は

販
売
代
理
店
と
し
て
の
行
為
」
を
行
う

こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
自
ら

商
品
を
輸
入
し
、
代
理
店
と
し
て
販
売

す
る
と
い
う
限
度
で
営
利
的
な
事
業
活

動
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

支
店
は
、
そ
の
経
費
を
本
社
か
ら
の

送
金
ま
た
は
自
ら
の
事
業
活
動
で
得
た

所
得
に
よ
り
賄
う
こ
と
が
で
き
る
。
支

店
が
イ
ン
ド
国
内
で
借
入
を
行
う
こ
と

は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　

支
店
は
会
計
監
査
を
受
け
る
必
要
が

あ
り
、
外
国
法
人
税
の
税
務
申
告
を
行

う
必
要
も
あ
る
。
支
店
は
、
イ
ン
ド
税

法
上
、
Ｐ
Ｅ
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、

日
本
企
業
が
イ
ン
ド
の
支
店
を
通
じ
て

イ
ン
ド
国
内
で
得
た
所
得
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
イ
ン
ド
国
内
に
お
け
る
課

税
対
象
と
な
る
。
な
お
、
一
般
に
、
こ

の
Ｐ
Ｅ
へ
の
該
当
に
よ
る
課
税
の
問
題

か
ら
、
実
務
上
、
イ
ン
ド
に
設
立
す
る

事
業
拠
点
と
し
て
支
店
を
選
択
す
る
日

本
企
業
は
、
銀
行
、
航
空
会
社
等
の
特

定
の
業
種
を
除
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
存

在
し
な
い
。

　

支
店
は
、
そ
の
活
動
の
た
め
に
イ
ン

ド
国
内
で
不
動
産
を
賃
借
す
る
こ
と
、

お
よ
び
不
動
産
を
取
得
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
取
得
で
き

る
不
動
産
は
、
そ
の
活
動
に
必
要
な
も

の
（
オ
フ
ィ
ス
目
的
等
）
に
限
ら
れ
、

例
え
ば
投
資
目
的
等
で
不
動
産
を
取
得

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

（注３）外国の航空会社や船舶会社は、事業内容にかかわらず支店を設立できる。

図表　インドにおける事業拠点の種類と主な特徴

事業拠点の種類 会　社 駐在員事務所 支　店 プロジェクトオフィス

活動内容の制限の
有無

活動内容に制限なし（定
款の目的の範囲内であれ
ば活動可）

活動内容に制限あり（営
利的な事業活動は不可）

活動内容に制限あり（営
利的な事業活動は可能）

活動内容に制限あり（特
定のプロジェクトについ
てのみ、営利的な事業活
動が可能）

経費および銀行等
からの借入の可否

・�経費は親会社からの出
資または事業活動によ
る利益によって賄う

・借入可能

・�経費は本社からの送金
のみによって賄う

・借入不可

・�経費は本社からの送金
または事業活動による
利益によって賄う

・借入不可

・�経費は本社からの送金
のみによって賄う

・借入不可

課税（税率はいず
れも2011年度の
もの）

・�インド国内法人として、
インド国内での課税対
象となる

・�実効税率は32.445％
・税務申告必要

・�本社を含め、原則とし
てインド国内での課税
対象とならない。ただ
しPEとみなされて課
税されるリスクあり

・実効税率は42.024％
・税務申告必要

・�インド国内での売上に
ついて、課税対象とな
る（PE扱い）

・実効税率は42.024％
・税務申告必要

・�インド国内での売上に
ついて、課税対象とな
る（PE扱い）

・実効税率は42.024％
・税務申告必要

自己使用目的での
不動産の取得およ
び賃借

取得・賃借ともに可能
（投資目的等の不動産取
得は不可）

賃借は可能だが、取得は
不可

取得・賃借ともに可能 賃借は可能だが、取得は
不可

会計監査 受ける必要がある 受ける必要がある 受ける必要がある 受ける必要がある

インド進出における法務の基礎知識


